
ジメジメした日が続いたと思えば、季節外れの猛烈な暑さに見舞

われ、体調管理が難しい日が続いてきました。4 月から早 3 ヶ月が

経ちました。修学旅行、校外学習を契機に積極的に同級生や他学年

の生徒たちと、かかわる姿が見られるようになりました。  

もうすぐ夏休みです。せっかくの長期休業ですから、計画的に過

ごし、学校では学べない経験を通じ一層の成長につなげて欲しいと思っています。 

 

 

 

 

世の中、せっかく築いた巨万の富も、大事が起こり

一瞬にして失われてしまうことがしばしばあります。

形あるものはいつかは滅びるにしても、まことにはか

ない姿といえるでしょう。 

しかし、身についた技や習性などは、生きている限

り失われることはありません。頼りになるのは、やは

り自分の身についた技、身についた習性といえるでし

ょう。だから、何か一つでもいいから、よき技、よき

習性を身につけたいものですが、なかでもいわゆる「勤勉の習性」は、何にもま

して大切で、尊いものに思われます。勤勉とは辞書では、「仕事や勉強に、まじめ

に励むこと」とあります。昔から日本人はとても勤勉であると言われています。 

勤勉は喜びを生み、信用を生み、そして富を生む。人間のいわば一つの大事な

徳※１です。これを身につけるためには、不断の努力が必要です。  

部活動やクラブ活動で成果を出すためには、不断に真剣な練習をしなければな

らないように、勤勉の習性を身につけるためには、まず日々を勤勉につとめる努

力が必要です。その努力が重なって勤勉の習性が身につき、その習性からはじめ

て徳が生まれてきます。「なんかオーラが違う！」と感じる人はまさに、徳を積

み上げてきた人に違いありません。 

皆さんもこれまで、毎日、勉強、スポーツに励み、勤勉の習性を身につけてき

ました。まもなく、長い夏休みに入りますが、せっかく積み上げた勤勉の習性を

失わないよう、夢や目標の実現のため、また、いつか抱くであろう希望に向けて、

勤勉の徳を積み上げていって欲しいと思います。  

※１ 修養によって身につけた、すぐれた品性や人格  
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○銚子市記録会 

共通砲丸投第２位 井上 颯大 

共通 800m 第１位 鈴木 出海 

     第７位 小沼 龍瑠 

2 年 100ｍ 第１位 林  麻央 

共通 200m 第１位 林  麻央 

共通 1500m 第 7 位 伊藤 咲来 

共通 4×100mR 第 5 位 

林  麻央  林  結愛 

伊藤 咲来  加瀬 由千花 

 

○旭市体育大会バレーボールの部 

優秀選手賞 飯笹 陽颯生 

優秀選手賞 長島 由奈 

 

 第一中学校の強みは、県立東部図書

館と旭市図書館が近くにあることです。

この利点はとても大きいと思います。  

生徒の皆さんのほとんどは自転車で通

えると思われます。 

図書館は知識の宝庫であると同時に、

学びの環境がそろっています。足を踏

み入れたことはありますか？ 

大人でも調べ物や学習をしている人

が多くいます。とても刺激を受ける空

間です。この夏休み、家にいると誘惑

に負けてしまう人は気分転換に活用し

てみてもいいのではないでしょうか。   

また、たまたま手に取った本に、す

ーっと引き込まれるような不思議な体

験ができるかもしれません。 

図書館利用時は、他の一般の方もい

ますので、一中生としての自覚を持ち

ルールを守って過ごしてくださいね。 

 

 

第一中では、毎朝 10 分間の朝読書

に取り組んでいますが、6 月２４日か

ら、そのうちの週１回を「音読」に取

り組みます。これは、読解力の向上に

向けた取組です。読解力が高まること

で、教科書の内容がきちんと理解でき

るようになります。そうすれば、家庭

学習の成果も上がります。各教科にお

いてもより

一層、読解

力の向上に

力を入れて

いきます。 

 

 子供たちが安全・安心に学校生活

を送り、誇りを持って学ぶことがで

きる環境づくりが大切です。 

教職員による、わいせつセクハラ等

の相談窓口が設置されていますの  

で、紹介します。 

＜わいせつセクハラ相談電話窓口＞ 

旭一中（窓口 教頭、養護教諭） 0479-62-0159 

教育庁企画管理部教育総務課 043-223-4143 

教育庁教育振興部教職員課 043-223-4036 

043-223-4040 

子どもと親のサポートセンター 

相談専用ダイヤル 

0120-415-446 

教職員は生徒との私信（SNS

等を利用した秘密の通信含む）

のやりとりは原則禁止されて

います。 

千葉県教育委員会 

教職員の児童生徒 

に対するわいせつ 

セクハラ相談窓口 

（電子申請サービス） 


